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③その他のサービス （介護保険サービス以外のもの）

そういえば、私はケアマネさんにお願いして、安心電話っていう

のを手配してもらったんだよ。

えっ？それも介護サービスなのか？そんなこともできるの？

それは、介護のサービスとはちょっと違うんです。

町で提供している高齢者向けサービスの１つなんですけど、何種

類かあるので、どんなサービスがあるか、ご紹介しますね。

○福祉安心電話事業 窓口:外ヶ浜町社会福祉協議会 ２２－２２５０

一人暮らしの高齢者や、高齢者世帯などを対象にした事業です。

ボタンを押すだけで県社会福祉協議会に電話が繋がり、緊急時の

対応をお手伝いしたり、相談に乗ったりしてくれます。

緊急時に協力してくれる協力員(３名)の登録が必要です。

○「食」の自立支援事業(配食サービス)
窓口:地域包括支援センター ２２-３３８０ 外ヶ浜町社会福祉協議会 ２２-２２５０ あじさい会 ３７－２２８０

おおむね６５歳以上の非課税者であって一人暮らしの高

齢者、高齢者世帯の方を対象に配食のサービスを実施する

事業です(「食」の自立支援事業)。

利用したい地区によって、回数や料金に違いがあるので

確認が必要です。

また、町内の事業所が独自に実施している配食サービス

もあるので組み合わせて利用することも可能です。

○救急医療情報キット配布事業 窓口:地域包括支援センター ２２－３３８０

一人暮らしの高齢者や、高齢者世帯、障害者等を対象に、緊急時に

スムーズな救急活動を行うためのキットを無償で配布する事業です。

必要な情報を書いた書類を筒に入れて準備し、玄関等のわかりや

すい所に、キットがあることを示すシールを貼っておきます。
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○運転免許高齢者講習受講補助金及び免許自主返納補助金
窓口:総務課 ３１－１１１１

町では、対象となる年齢の方の運転免許更新時高齢者講習に補助金

を交付しています。申請は役場総務課、各支所で受け付けています。

また、運転免許証の自主返納をされる方が運転経歴証明書の交付

を受けた際の補助金も新設されました。

高齢者講習受講補助金 自主返納補助金

対象者

①自動車運転免許を有する

②年齢が満７０～７７歳

③町民税が非課税

④町税などの滞納がない

①自動車運転免許証を返納した

②年齢が満７０歳以上

③町税などの滞納がない

申請に

必要な書類

●申請書

●運転免許証の写し

●高齢者講習終了証明書の写し

●高齢者講習受講料の領収書の写し

●補助金振込先通帳写し

●はんこ

●申請書

●運転経歴証明書の写し

●運転経歴証明書交付手数料領収書の写し

●補助金振込先通帳写し

●はんこ

補助金額 役場(総務課)にお問い合わせください

○福祉有償運送
窓口： 社会福祉協議会(平舘) ２５－２７８０ あじさい会 ３７－２２８０

一人で公共交通機関等を利用して外出することが困難な高齢

者や障害者等の、通院や外出の支援を目的とした事業です。

サービスを提供する事業所によって利用できる目的や料金に

違いがあります。

事前の予約時にきちんと確認することが必要です。

(町外の事業所を利用することもできます。地域包括支援センターにご相談ください。)

郡部に住む私たちにとって車ってすごく切実な問題だね。

今は７５歳以上の方全員が免許更新時に認知機能検査を受けるこ

とになりましたよね。不安を感じるようになった時が自主返納を

真剣に考える機会なのかも知れませんね。

今はまだ運転できるけど。高齢者の交通事故をよく聞くようになっ

たし、ワシも近い将来、車のサービスを頼むことになるのかな…。

いや！まだワシは運転できるし、また運転免許の更新もするぞ！

そうですね。はま夫さんはまだまだ元気だし。

実は町で運転免許の更新や自主返納に補助金を出しているんです

けど、もし、該当になるようであれば利用してみてはどうですか？



31

運転免許証の返納をした方が受けられるサービスです☆

蟹田タクシー ２２－２１１３ 料金１０％割引
(その他の割引併用不可)

○避難行動要支援者登録事業（災害時等要援護者登録制度）
窓口:地域包括支援センター ２２－３３８０

台風や大雨、地震等の大きな災害が起こった時に備えた名簿

登録をすることができる制度です。

何らかの助けを必要とする人(要援護者)と、近所で支援する

人(地域支援者)を事前に登録することで、いざという時の支援

活動に役立てます。あくまでも善意と地域の助け合いにより支援

を行うものなので、災害時に必ずしも特別な支援を受けられると

いうことではありません。

対象となるのは、７５歳以上の一人暮らしまたは高齢者のみの世帯の

方、障害者、要介護認定を受けた方がいる世帯等です。

また、登録するには支援を受けるために必要な個人情報を協力関係者(消防や警察等)に

提供することに同意していただく必要があります。

対象となる方には民生委員児童委員や担当ケアマネジャーがお声掛けをしますが、それ

以外にも登録を希望する方は地域包括支援センターにお問い合わせください。

この災害時等要援護者登録制度は、

はま代さんみたいな一人暮らしの方には特にオススメですよ。

どうして？

災害時に救急搬送された時とか、家族に連絡したくても

自分でできない場合もありますよね。

医療行為には家族の同意がないと困ることもありますから、

すぐに連絡できるように備えておけたら安心ですよ。

確かに必要かもね…。私も登録しようかな。
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担当のケアマネさんに聞いてみたら、介護のヘルパーさんには頼め

ない種類の仕事みたいなの。

介護保険のヘルパーさんは普通のお手伝いさんとは違うからのう。

あぁー。もしかして大掃除とか、部屋の模様替えとかですね？

それは介護のヘルパーさんには頼めないですもんね。

介護保険サービスでできないことって意外とありますよねー。

そういう制度のスキマにある困り事の解決に役立てるために、外ヶ

浜町では社会福祉協議会に委託して生活支援ボランティアってい

うのを始めたんですよ～。

○生活支援サポーター派遣事業 生活支援体制整備事業

窓口： 社会福祉協議会 ２２－２２５０
日常生活の「できそうでできない」ことを、地域の方に低額でお手伝いしてもらうよ

うにお願いする事業です。お手伝いをしてくれる地域の方と、お手伝いをお願いした

いご本人様の間に、担当の職員が入って連絡調整することで、スムーズに支援を受け

られるように配慮します。

【利用対象の方】 町内に住んでいる

○６５歳以上の方または○障害者手帳を持っている方

【利用可能日】 月曜日～金曜日（１２月２９日～１月３日を除く）

支援内容 利用時間 利用料金

ゴミ出し １回 １００円

蛍光灯の交換 １回 １００円

簡単な家具の移動 １回 １００円

掃除 １回・２０分以内 ２００円

洗濯物を干す・とりこむ １回・２０分以内 ２００円

雪囲い 1回・２０分以内 200円

買い物の代行

１回
※買い物の場所は

２箇所まで

２００円

(買い物代は実費負担)
※別途、車の燃料費(往復分)が

かかります。

利用者宅～買い物の場所まで

１kmにつき１０円

あれ？ 介護のヘルパーさんには頼まないんですか？

そういえば、私、ちょっと困っていることがあって。

うちの中の掃除のことなんだけど。
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○地域活動にこにこポイント事業 令和４年度４月スタート！！

窓口： 福祉課 ２２－２９４１

健康づくりや介護予防、ボランティア活動に参加した方にポイント

を付与し、たまったポイント１０個で１，０００円の商品券に交換し、

指定店でのお買い物にご利用いただける事業です。

【事業の対象者】 町内に住所を有する満４０歳以上の方。

【参加方法】

ボランティア活動をする人と、ボランティア利

用をする人、両方が気持ちよく、助け合ってい

くために考えられたのが、この生活支援ボラン

ティアの事業なんです。

なるほどね。完全に無料だとお互いに気を遣うから、多少はお礼

を出した方がお願いしやすいってことじゃろ。

あんまりお礼としては使われないってこと？

私としては少しでも何かお礼をしたいと思うんだけどねぇ。

実は、料金としてもらう数百円は，殆どがボランティア保険とか必要

な経費にあてられるんです。怪我や事故が起きた時のことを心配せ

ず、安全に活動するためには必要なことですからね。

確かに、ボランティアさんは無料に近い状況で働くことになるので、

個々のお礼のやりとりに代わるものとして、新しくできたこの事業

を活用してみてはどうでしょうか！？

はじめまして★

ボク、にこポン！

❤ポイントの妖精だよ

イメージキャラクター

にこポン

『地域活動にこにこポイント事業登録カード』

が交付されます。

『地域活動にこにこポイント事業登録申請書』

を役場福祉課に提出します。

ポイントをもらえる対象の事業に参加して、

どんどんポイントをためていきましょう！！

ボランティアって、なんでも無料でしてもらえるイメージ

じゃけど、こういうのもあるんだね～。

すごい！！

数百円でお手伝いを頼めるなんて！


